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平成２９年１１月７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押え処分取消等請求事件 

（口頭弁論終結日・平成２９年８月１日） 

 

       判     決 

原告           Ｘ 

被告           国 

処分行政庁        仙台北税務署長 

処分行政庁        仙台北税務署財務事務官 

 

主     文 

１ 本件訴えのうち、請求の趣旨１項ないし４項、同６項及び同７項に係る訴え

を却下する。 

２ 原告の請求の趣旨５項、同８項及び同９項に係る請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

１ 原告の平成１３年度の申告所得税本税１８２万０５７０円を取り消す。 

２ 原告の平成１３年度の申告所得税加算税１２万１５００円を取り消す。 

３ 被告は、原告の平成１３年度の申告所得税を、平成１６年度に仙台地方裁判

所にて和解判決の出た金額を元に算出して修正せよ。 

４ 仙台北税務署財務事務官Ａが原告に対してした平成２９年２月１５日付け給

与差押処分を取り消す。 

５ 被告は、原告に対し、２０６万５０００円を支払え。 

６ 被告は、原告の平成２４年度ないし平成２８年度の確定申告により発生する
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還付金を詐取するな。 

７ 被告は、原告に対する給与差押えを即刻解除せよ。 

８ 被告は、原告に対し、４０万２０００円を支払え。 

９ 被告は、原告に対し、３６万２４４６円を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、平成２９年２月１５日に仙台北税務署の徴収職員により株式会社Ｂ

に対して有する給料債権を差し押さえられるなどした原告が、被告に対し、同

差押処分の取消し等を求める事案である。 

２ 前提事実等 

（１） 原告は、平成１２年当時、「Ｃ」の屋号で店舗の設計・施工・監理業を

行っていた（弁論の全趣旨）。 

（２） 原告は、仙台北税務署長に対し、平成１３年８月３１日、平成１２年分

の所得税の確定申告書を提出したところ（以下、同申告に係る所得税を「本

件申告所得税」という。）、同申告書には申告納税額が２４３万４６００

円と記載されていた（乙５）。 

（３） 本件申告所得税の法定納期限は平成１３年３月１５日であったが、原告

が同日までに期限内申告書を提出しなかったため、国税通則法（以下「通

則法」という。）（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。）３５

条２項１号により、本件申告所得税の納期限は原告が期限後申告書を提出

した平成１３年８月３１日となったところ、仙台北税務署長は、原告が本

件申告所得税を同日までに納付しなかったことから、同年９月２１日、原

告に対し、督促状を送付した（乙１の②、弁論の全趣旨）。 

（４） 仙台北税務署長は、原告に対し、同月２８日、平成１８年法律第１０号

による改正前の通則法６６条１項に基づき、本件申告所得税に係る無申告

加算税１２万１５００円の賦課決定をし（納期限は平成１３年１０月２９

日。以下「本件賦課決定処分」といい、同処分に係る無申告加算税を「本



 

 3 

件無申告加算税」という。）、その頃、その旨を原告に通知した（乙１の

①、弁論の全趣旨）。 

（５） 仙台北税務署長は、原告が本件無申告加算税を同年１０月２９日までに

納付しなかったことから、同年１２月２５日、原告に対し、督促状を送付

した（乙１の①、弁論の全趣旨）。 

（６） 原告は、仙台北税務署長に対し、平成１６年３月２６日、平成１２年分

として売上計上した株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）に対する売掛債権

（以下「本件売掛債権」という。）についての訴訟が平成１６年２月９日

に和解ないし調停（以下「本件和解等」という。）となったことを理由に、

本件申告所得税の税額を６９万６９００円とする更正の請求（以下「本件

更正の請求」という。）をした（乙２、弁論の全趣旨）。 

（７） 仙台北税務署長は、原告に対し、同年７月９日付けで、本件更正の請求

については更正をすべき理由がない旨の通知をした（以下「本件通知処分」

という。）（乙３）。 

（８） 原告は、仙台北税務署長に対し、同年９月６日付けで、本件通知処分を

不服として、異議申立てをしたが（甲６）、仙台北税務署長は、同年１２

月２１日、原告の異議申立てを棄却するとの決定をし（甲３）、その頃、

その旨を原告に通知した（弁論の全趣旨）。 

（９） 原告は、本件申告所得税及び本件無申告加算税（以下「本件申告所得税

等」という。）について、仙台北税務署長から、上記（３）及び（５）の

とおり、督促状の送付を受けたが、国税徴収法（以下「徴収法」という。）

４７条１項１号所定の期間にこれらを完納しなかった（弁論の全趣旨）。

そこで、仙台北税務署の徴収職員は、平成２９年１月２６日、原告の自宅

に赴き、同年２月２日を期日とする差押予告書を原告宅の郵便受けに投函

したが（乙７、弁論の全趣旨）、原告は、同期日までに本件申告所得税等

を納付しなかった（弁論の全趣旨）。 
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（１０） 仙台北税務署の徴収職員は、同月１５日、徴収法４７条１項１号に基づ

き、原告が株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）に対して有する同月支給分

以降の給料債権（以下「本件給料債権」という。）を差し押さえ（以下「本

件差押処分」という。）、第三債務者であるＢに対し、債権差押通知書を

送達した（乙４の①、弁論の全趣旨）。 

また、仙台北税務署長は、同月１６日、原告に対し、本件差押処分に係

る差押調書謄本を送付した（乙４の②、弁論の全趣旨）。 

（１１） 同月１５日当時の本件申告所得税等の滞納額（延滞税を含む。）は、別

紙租税債権目録記載のとおりである（弁論の全趣旨）。 

（１２） 原告は、国税不服審判所長に対し、同月２０日、本件差押処分の取消し

を求めて審査請求をした（乙７）。 

（１３） 仙台北税務署長は、本件差押処分に基づき差し押さえた本件給料債権に

ついて、同月支給分の給料支給額（ただし、１０００円未満を切り捨てた

額。以下、同月支給分以降の給料支給額について同じ。）２７万円のうち

５万４０００円、同年３月分の給料支給額３８万３０００円のうち１４万

２０００円、同年４月分の給料支給額４６万６０００円のうち２０万６０

００円をそれぞれ取り立て、徴収法１２８条１項、１２９条１項に基づき、

本件申告所得税に配当した（乙９（枝番号を含む。）、１５）。 

（１４） 原告は、仙台北税務署長に対し、同年３月２８日に平成２４年分の所得

税の確定申告書を、平成２９年４月２７日に平成２５年分ないし２８年分

の所得税及び復興特別所得税の各確定申告書を提出し、所得税法１３８条

１項に基づき、仙台北税務署長に対し、上記各年分につき還付金請求権を

取得した（乙１３の①ないし⑤、弁論の全趣旨）。 

（１５） 原告は、平成２９年４月６日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な

事実）。 

（１６） 仙台北税務署長は、原告が本件申告所得税等を完納しないことから、（１
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４）の還付金（合計３６万２４４６円。以下「本件還付金」という。）に

ついて、平成２４年分については平成２９年５月１２日に、平成２５年分

ないし平成２８年分については平成２９年５月１９日に、通則法５７条１

項に基づき、同法５６条による還付に代えて、本件還付金を本件申告所得

税に充当した（以下「本件充当処分」という。）（乙１４（枝番号を含む。）、

１５）。 

（１７） 原告は、同月末日までにＢを退職した（乙１１、弁論の全趣旨）。 

（１８） 仙台北税務署長は、同月３１日、本件給料債権のうち、同月支給分以降

につき、本件差押処分による差押えを解除し、その頃、原告及びＢに対し、

これを通知した（乙１２の①ないし③、弁論の全趣旨）。 

（１９） 仙台国税不服審判所長は、同年６月２６日、本件差押処分による差押え

が既に解除されたことを理由に、原告の（１２）の審査請求を却下した

（当裁判所に顕著な事実）。 

３ 当事者の主張 

（原告の主張） 

（１） 請求の趣旨１項 

原告は、平成１３年８月３１日、本件売掛債権を１０３９万２６６５円と

計上し、本件申告所得税に係る納税額を２４３万４６００円と申告した。 

しかし、平成１６年２月９日、原告とＤとの間で、Ｄは４００万円の支払

義務があることを認め、Ｄが分割金を予定どおり支払ったときは、原告は

５０万円を免除するとの本件和解等が成立したことから、本件売掛債権は

３５０万円となった。 

よって、本件申告所得税に係る納税額には誤りがあるから、原告は、本

件差押処分の差押調書に記載されている本件申告所得税本税１８２万０５

７０円の取消しを求める。 

（２） 請求の趣旨２項 
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上記のとおり、本件申告所得税に係る納税額には誤りがあるから、原告

は、本件差押処分の差押調書に記載されている本件無申告加算税１２万１

５００円の取消しを求める。 

（３） 請求の趣旨３項 

上記のとおり、本件申告所得税に係る納税額には誤りがあるから、原告

は被告に対し、本件申告所得税等を本件和解等による金額を元に算出して

修正するよう求める。 

（４） 請求の趣旨４項 

上記のとおり、本件申告所得税等の額には誤りがあるが、仙台北税務署

の徴収職員は、そのことを知りながら本件差押処分をした。また、本件申

告所得税等は原告の平成１２年分の所得税であるが、本件差押処分の差押

調書の滞納国税等欄には「平成１３年」と誤って記載されているから、本

件差押処分は存在しない所得税についてされたものである。さらに、仙台

北税務署は、本件差押処分に先立ち、原告に対して差押予告書を直接手渡

さなかった。また、原告は、東日本大震災により家が全壊し、家の修理や

多額の借入債務の返済によりぎりぎりの生活をしていたが、仙台北税務署

の徴収職員は、原告の生活の実情を把握することなく本件差押処分をした。 

よって、本件差押処分は違法であるから、原告は被告に対し、本件差押

処分の取消しを求める。 

（５） 請求の趣旨５項 

原告は、違法な本件差押処分により、Ｂから退職を勧告され、退職を余

儀なくされたところ、仮に本件差押処分がなければ少なくとも５か月分の

給与を取得することができた。よって、原告は被告に対し、国家賠償法（以

下「国賠法」という。）１条１項に基づき、５か月分の給与相当額である

２０６万５０００円の支払を求める。 

（６） 請求の趣旨６項 
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本件申告所得税等の額には誤りがあるから、仙台北税務署長が、本件申

告所得税等の額を修正しないまま、原告の確定申告により生ずる還付金を

本件申告所得税に充当することは許されない。よって、原告は被告に対し、

原告の平成２４年度ないし平成２８年度の確定申告により発生する還付金

を詐取しないよう求める。 

（７） 請求の趣旨７項 

本件差押処分は存在しない所得税についてされたものであるから無効で

ある。よって、原告は被告に対し、本件差押処分の即刻解除を求める。 

（８） 請求の趣旨８項 

本件差押処分は違法かつ無効であるところ、原告は、違法かつ無効な本

件差押処分により、Ｂからの給与のうち、平成２９年２月分は５万４００

０円を、同年３月分は１４万２０００円を、同年４月分は２０万６０００

円をそれぞれ徴収された。よって、原告は被告に対し、国賠法１条１項又

は不当利得に基づき、上記徴収額の合計４０万２０００円の支払を求める。 

（９） 請求の趣旨９項 

仙台北税務署長は、原告が本件還付金を詐取するなと訴えたにもかかわ

らず（請求の趣旨６項）、本件還付金を本件申告所得税に充当した（本件

充当処分）。よって、原告は被告に対し、国賠法１条１項又は不当利得に

基づき、３６万２４４６円の支払を求める。 

（被告の主張） 

（１） 請求の趣旨１項について 

本件申告所得税に関し、取消しの対象となる処分は存在しないから、請

求の趣旨１項に係る訴えは不適法である。 

（２） 請求の趣旨２項について 

請求の趣旨２項に係る訴えは、本件賦課決定処分の取消しの訴えと解さ

れるが、行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）が定める出訴期間を
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経過しており、そのことについて原告に正当な理由があるとはいえないか

ら、不適法である。 

また、平成２６年法律第６９号による改正前の通則法１１５条１項本文

は、国税に関する処分について不服申立てをしなければ同処分に対する取

消訴訟を提起できないと規定するところ、原告は本件賦課決定処分につき

不服申立てをしていないから、請求の趣旨２項に係る訴えはこの点でも不

適法である。 

（３） 請求の趣旨３項について 

請求の趣旨３項に係る訴えは、仙台北税務署長に対し本件更正の請求に

対する更正処分をすべき旨を命ずることを求めるとともに、本件通知処分

の取消しを黙示に求める訴えと解されるところ（行訴法３条６項２号参照）、

本件通知処分の取消しの訴えは、①行訴法が定める出訴期間を経過してお

り、そのことについて原告に正当な理由があるとはいえないこと、②原告

は本件通知処分につき審査請求をしていないこと（平成２６年法律第６９

号による改正前の通則法１１５条１項本文参照）から、不適法である。よ

って、請求の趣旨３項に係る訴えは、併合提起されるべき取消訴訟の適法

性の要件を欠き、不適法である。 

また、行訴法３条６項２号に該当する訴えは、適法な申請をその要件と

するところ、本件更正の請求は、平成２３年法律第１１４号による改正前

の通則法２３条２項１号が定める更正請求の期間を経過した後にされたか

ら、請求の趣旨３項に係る訴えはこの点でも不適法である。 

（４） 請求の趣旨４項について 

本件差押処分は、原告のＢに対する平成２９年２月ないし４月支給分の

給料債権については、その債権の取立てにより、その目的を達成して法的

効果が消滅し、同年５月支給分以降の給料債権については、差押解除によ

り、その法的効果が消滅した。よって、原告は、本件差押処分の取消しを
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求める法律上の利益を失ったから、請求の趣旨４項に係る訴えは不適法で

ある。 

（５） 請求の趣旨５項について 

本件和解等により実際に原告が取得した金額が本件申告所得税の額に反

映されなかったのは、本件更正の請求が通則法上の請求期間が経過した後

になされたからであり、そのような事態が生じることは、我が国が立法政

策として採用する申告納税制度の許容するところである。そして、原告は、

本件申告所得税等の督促を受けたにもかかわらず、これを完納しなかった

ところ、徴収法上、徴収職員は滞納者の国税につきその財産を差し押さえ

なければならないとされており、差押えを行うか否かにつき徴収職員に裁

量権は付与されていない。よって、仙台北税務署の徴収職員が本件差押処

分をしたことに職務上の法的義務違背はない。 

本件差押処分の差押調書の滞納国税等欄に「平成１３年」と記載されて

いるのは、原告から平成１２年分の所得税の確定申告書が平成１３年度に

提出されたからであり、誤りはない。なお、同差押調書の備考欄には「平

成１２年分確定」と記載されている。 

仙台北税務署の徴収職員は、本件差押処分に先立ち、差押予告書を原告

宅の郵便受けに投函している。 

原告は、本件申告所得税等について、平成２４年３月１５日付けで通則

法５７条に基づく充当手続が行われてから本件差押処分に基づく取立てま

での間、全く納付せず、また、仙台北税務署の徴収職員から納付催告等を

受けたにもかかわらず、換価の猶予に該当する事実を説明していない。こ

れらの事情によれば、原告には徴収法１５１条１項所定の「納付について

誠実な意思」があるとはいえない。 

よって、仙台北税務署の徴収職員が本件差押処分をしたことについて、

国賠法１条１項上の違法はない。 
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（６） 請求の趣旨６項について 

請求の趣旨６項は、本件充当処分の差止めの訴えと解されるが、差止め

の訴えは、一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあ

る場合に限り、提起することができるところ（行訴法３７条の４第１項本

文）、本件充当処分の差止めの訴えは、その要件を満たさない。 

また、本件充当処分は既に執行済みであるから、原告は、その差止めを

求める法律上の利益を失った。 

よって、請求の趣旨６項に係る訴えは不適法である。 

（７） 請求の趣旨７項について 

請求の趣旨７項は、本件差押処分の無効確認の訴えと解されるが、無効

確認の訴えが取消しの訴えに比して有効適切な手段であるとはいい難い上、

本件差押処分は既に解除されており、原告は、その無効を確認しなくても、

取立額について不当利得返還請求等をすることが可能である。よって、請

求の趣旨７項に係る訴えは確認の利益を欠き、不適法である。 

（８） 請求の趣旨８項について 

本件差押処分は、本件申告所得税等の存在を前提に、手続に沿って適法に

行われ、取立て済みの４０万２０００円も法の規定に従って配当され、本

件申告所得税等に充当された。よって、仙台北税務署長が上記金員を収受

したことに国賠法１条１項の違法はなく、被告が同金員を取得したことは

不当利得にならない。 

（９） 請求の趣旨９項について 

仙台北税務署長は、通則法５７条１項に基づき、本件還付金を本件申告

所得税に充当したところ、通則法上、税務署長は、滞納者に還付される還

付金があるときは、還付に代えて、還付金を滞納者の国税に充当しなけれ

ばならないとされており、還付金を国税に充当するか否かにつき税務署長

に裁量権は付与されていない。よって、仙台北税務署長が本件充当処分を
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したことに国賠法１条１項の違法はなく、被告が同金員を取得したことは

不当利得にならない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 請求の趣旨１項について 

請求の趣旨１項に係る訴えは、原告が、本件申告所得税を賦課する処分が存

在することを前提に、同処分の取消しを求める訴えと解される。 

しかし、前記前提事実等によれば、本件申告所得税が２４３万４６００円と

確定したのは、原告が仙台北税務署長に対し、本件申告所得税の法定納期限を

経過した平成１３年８月３１日、申告納税額を２４３万４６００円と記載した

平成１２年分の所得税の確定申告書を提出したからであり（通則法１６条１項

１号、同２項１号、平成２８年法律第１５号による改正前の通則法３５条２項

１号、平成１７年法律第２１号による改正前の所得税法１２０条等）、原告に

本件申告所得税を賦課する処分は存在しない。 

よって、請求の趣旨１項に係る訴えは、取消訴訟の対象となる処分の存在を

欠き、不適法である。 

２ 請求の趣旨２項について 

請求の趣旨２項に係る訴えは、本件賦課決定処分の取消しを求める訴え（行

訴法３条２項）と解されるところ、処分の取消しの訴えは、正当な理由がある

ときを除き、処分の日から１年を経過したときは、提起することができない（行

訴法１４条２項）。 

前記前提事実等によれば、本件賦課決定処分があった日は平成１３年９月２

８日であるが、原告が同処分の取消しを求める訴えを提起した日は同処分があ

った日から１５年以上が経過した平成２９年４月６日である。そして、本件全

証拠によっても、原告が上記出訴期間内に本件賦課決定処分の取消しを求める

訴えを提起できなかったことについて正当な理由があるとは認められない。 

よって、その余の点について判断するまでもなく、請求の趣旨２項に係る訴
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えは不適法である。 

３ 請求の趣旨３項について 

（１） 請求の趣旨３項に係る訴えは、仙台北税務署長に対し本件更正の請求に

対する更正処分をすべき旨を命ずることを求める訴え（義務付けの訴え）

と解される（行訴法３条６項参照）。 

ところで、義務付けの訴えには、行訴法３条６項１号の訴え（以下「非

申請型の義務付けの訴え」という。）と同項２号の訴え（以下「申請型の

義務付けの訴え」という。）があるところ、原告がどちらの訴えを提起し

ているのか必ずしも明らかでないため、以下、場合を分けて検討する。 

（２） 請求の趣旨３項に係る訴えが非申請型の義務付けの訴えであった場合 

非申請型の義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な

損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法

がないときに限り、提起することができるところ（行訴法３７条の２第１

項）、納税者が納付すべき税額について過大な申告をした場合については、

そのような納税者を救済するために更正請求の制度が設けられているから

（通則法２３条１項）、そのような納税者は更正請求をして更正処分を求

めるべきであり、更正請求をすることなく更正処分をすべき旨を命ずるこ

とを求める非申請型の義務付けの訴えを提起することは、上記の「他に適

当な方法がないとき」の要件を満たさず、不適法である。 

また、納付すべき税額について過大な申告をした納税者が、更正請求の

請求期間が経過したことにより適法に更正請求をすることができなくなっ

た場合には、上記の「他に適当な方法がないとき」の要件を満たすと解す

ることもできない。なぜなら、そのように解すると、更正請求の請求期間

を設けて租税法律関係の法的安定性を図ろうとした法の趣旨を没却するこ

とになるからである。 

よって、請求の趣旨３項に係る訴えが更正処分をすべき旨を命ずること
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を求める非申請型の義務付けの訴えであった場合、同訴えは行訴法３７条

の２第１項の「他に適当な方法がないとき」の要件を満たさず、不適法で

ある。 

（３） 請求の趣旨３項に係る訴えが申請型の義務付けの訴えであった場合 

この場合、請求の趣旨３項に係る訴えは、本件通知処分の取消しを求め

る訴え又は本件通知処分の無効確認を求める訴えと併合して提起されなけ

ればならないところ（行訴法３７条の３第１項２号、同第３項２号）、原

告からそのような訴えは提起されていない。この点について被告は、原告

が本件通知処分の取消しを求める訴えを黙示に提起していると主張するが、

前記請求の趣旨及び原告の主張の要旨からすると、そのように認めること

はできない。よって、その余の点について判断するまでもなく、同訴えは

不適法である。 

なお、仮に原告が本件通知処分の取消しを求める訴えを併合して提起し

ていたとしても、本件通知処分の取消しを求める訴えが適法に提起された

ことが必要であるが、前記前提事実等によれば、原告が本件訴えを提起し

たのは本件通知処分があった平成１６年７月９日から１２年以上が経過し

た平成２９年４月６日であるから、行訴法１４条２項本文が定める１年の

出訴期間が経過しており、また、本件全証拠によってもそのことについて

原告に正当な理由があったとは認められないから、請求の趣旨３項に係る

訴えは不適法である。 

また、仮に原告が本件通知処分の無効確認を求める訴えを併合して提起

していたとしても、本件全証拠によっても本件通知処分に重大かつ明白な

瑕疵があったとは認められないから、請求の趣旨３項に係る訴えは不適法

である。 

（４） 以上のとおりであるから、請求の趣旨３項に係る訴えは不適法である。

４ 請求の趣旨４項について 
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（１） 請求の趣旨４項に係る訴えである本件差押処分の取消しの訴えは、行訴

法３条２項の処分の取消しの訴えであるところ、同訴えは、本件差押処分

の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（本件差押処分の効果が

なくなった後においてもなお本件差押処分の取消しによって回復すべき法

律上の利益を有する者を含む。）に限り、提起することができる（同法９

条１項）。 

（２） ところで、前記前提事実等によれば、本件差押処分に基づき差し押さえ

られた原告のＢに対する給料債権は、平成２９年２月ないし４月支給分に

ついては取立て及び配当が終了し、同年５月支給分以降については同月３

１日に本件差押処分に基づく差押えが解除されているところ、このような

場合にも原告に本件差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益がある

か検討する。 

徴収法４７条に基づく差押処分のうち債権に対するものの規定を見ると、

債権の差押処分は、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により効力

を生じ（同法６２条３項）、継続的に発生する給料債権等の差押えの場合、

その効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金

額に及ぶが（同法６６条）、徴収職員が差し押さえた債権の取立てとして

金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国

税を徴収したものとみなされる（同法６７条１項、同３項）とされている。

これらの規定からすると、債権の差押処分は、被差押債権の取立てが実行

されることによってその目的を達成し、取立ての限度で、その効果が消滅

するものと解される。そして、徴収法その他の関係法令上、被差押債権の

取立てが実行された後に差押処分が取り消された場合に、当該被差押債権

が復活することを定めた規定は見当たらない。 

以上によれば、債権の差押処分の効果がなくなった後においてもなお当

該滞納者に同処分の取消しによって回復すべき法律上の利益があるとはい
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えない。 

また、差押処分による差押えが徴収法７９条に基づき解除された場合、

当該差押処分の効果は将来に向かって消滅するから、以後これに基づく給

料債権の取立て等は行われないこととなる。よって、差押えが解除された

後は、当該滞納者に当該差押えに係る差押処分の取消しによって回復すべ

き法律上の利益はない。 

よって、原告に本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はないから、

その余の点について判断するまでもなく、請求の趣旨４項に係る訴えは不

適法である。 

５ 請求の趣旨５項について 

（１） 前記前提事実等及び後掲証拠によれば、原告が本件更正の請求をした経

緯等は次のとおりと認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。 

ア 原告は、平成１３年８月●日付けで、原告の事業を法人成りして設立

した有限会社Ｃを原告とし、Ｄを被告とする、店舖新装工事に係る１２

２９万２６６５円の請負残代金請求訴訟（以下「別件訴訟」という。）

を仙台地方裁判所に提起した（甲２、３、乙２）。 

イ 原告は、仙台北税務署長に対し、平成１６年３月２６日、別件訴訟に

おいて同年２月９日に本件和解等がなされ、調停調書がとりかわされた

こと、本件和解等の要旨は、Ｄは４００万円の支払義務があることを認

め、Ｄが分割金を予定どおり支払ったときは、原告は５０万円を免除す

るというものであったこと等を理由に、調停期日を平成１６年２月９日

とする調停調書の写し（Ｄが調停金として３５０万円を有限会社Ｃに対

して支払うことで和解する旨が記載されたもの。以下「本件調停調書写

し」という。）を添付し、本件申告所得税の税額を６９万６９００円と

する更正の請求（本件更正の請求）をした（甲３、乙２）。 

ウ 仙台北税務署長は、原告に対し、同年７月９日、本件更正の請求につ
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いては更正をすべき理由がない旨の通知をした（本件通知処分）（乙３）。 

エ 原告は、仙台北税務署長に対し、同年９月６日、本件通知処分を不服

として異議申立てをした（甲６）。 

オ 仙台北税務署長は、同年１２月２１日、原告の異議申立てを棄却する

との決定をしたが、その理由は次のとおりであった（甲３）。 

（ア） 異議申立てに係る調査において、調査担当者が調査・審理したと

ころ、次の事実が認められた。 

ａ 仙台地方裁判所において別件訴訟についての調停調書を確認し

たところ、調停期日は平成１５年１２月９日となっていた。 

ｂ Ｄに確認したところ、別件訴訟についての調停期日は平成１５年

１２月９日であったと回答した。 

（イ） 上記事実によれば、別件訴訟の実際の調停期日は平成１５年１２

月９日と認められるから、本件調停調書写しは調停期日の日付が平成

１５年１２月９日から平成１６年２月９日に改ざんされたものと認

められる。 

（ウ） 本件更正の請求は、通則法２３条２項１号（平成２３年法律第１

１４号による改正前のもの。）の規定により、その請求をすることが

できる期限が別件訴訟に係る調停期日の翌日から起算して２月以内

である平成１６年２月９曰となるにもかかわらず、同年３月２６日に

されているので、請求をすることができる期限を徒過していると認め

られる。 

（エ） よって、本件更正の請求は不適法なものと認められるので、本件

更正の請求に対して、その理由がないとした本件通知処分は適法であ

る。 

カ 原告は、上記オの棄却決定の通知を受けたが、国税不服審判所長に対

する審査請求を申し立てなかった（弁論の全趣旨）。 
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（２） 上記認定事実を総合すれば、原告は、平成１５年１２月９日、別件訴訟

において、Ｄが調停金として３５０万円を有限会社Ｃに対して支払う旨の

調停（本件和解等）が成立したにもかかわらず、その翌日から２月以内に

更正の請求をせず、上記調停調書の調停期日の日付を平成１５年１２月９

日から平成１６年２月９日に書き換え、同年３月２６日、仙台北税務署長

に対し、上記の日付を書き換えた調停調書の写し（本件調停調書写し）を

添付して本件更正の請求をしたと認められる。 

この認定に対し、原告は、平成１５年１２月９日の期日では金額の条件

が合わずに和解が決まらず、以降は弁護士同士の話合いによって解決する

ということで裁判所の審理は終了し、平成１６年２月９日に最終的に和解

金４００万円を、１・２回目は各２５万円、３回目以降は３０万円ずつ支

払うことし、毎月末日までに遅れずに合計３５０万円を支払ったときは、

その余の５０万円を免除するとの文言が入った和解調書を裁判所で発行し

てもらい、本件更正の請求に添付したと主張するが、上記認定事実に照ら

し、採用することができない。 

また、原告は、Ｄが最初の分割金を支払った日が平成１６年２月末日の

翌日である同年３月１日であることが記載されている通帳の写し（甲４）

を提出し、仮に本件和解等が平成１５年１２月９日に成立したのであれば、

Ｄの１回目の入金は遅くとも平成１６年１月末日になっていなければ不自

然であると主張する。 

しかし、平成１５年１２月９日にＤが調停金として３５０万円を有限会

社Ｃに対して支払う旨の調停（本件和解等）が成立したとしても、１回目

の分割金の支払期日が平成１６年２月末日又はその翌日となることはあり

得るから、原告が提出する上記通帳の写し（甲４）は、原告が調停調書の

調停期日の日付を平成１５年１２月９日から平成１６年２月９日に書き換

えたとの前記認定の妨げにならない。 
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その他、原告の主張に即して検討しても、前記認定は覆らない。 

（３） 平成２３年度法律第１１４号による改正前の通則法２３条２項１号は、

納税者が行う更正請求について、申告所得税の税額等の計算の基礎となっ

た事実に関する訴えについての判決、判決と同一の効力を有する和解その

他の行為により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが

確定したときは、その確定した日の翌日から起算して２月以内の期間に行

うこととしている。 

上記（２）の認定事実によれば、本件申告所得税の税額等の計算の基礎

となった原告のＤに対する本件売掛債権の額が、原告が当初計算の基礎と

したところと異なる３５０万円と確定したのは、本件和解等が成立した平

成１５年１２月９日と認められるから、原告は、その翌日から起算して２

月以内である平成１６年２月９日までに本件更正の請求をしなければなら

なかった。しかし、原告が本件更正の請求をしたのは同年３月２６日であ

るから、本件更正の請求は不適法なものであった。 

よって、仙台北税務署長のした本件通知処分及び本件通知処分に対する

異議申立てを棄却する決定はいずれも適法である。 

（４） そして、その後、原告は、仙台北税務署の徴収職員から本件申告所得税

等の督促を受けたにもかかわらず、これを完納しなかったため、仙台北税

務署の徴収職員は、平成２９年２月１５日、本件差押処分をしたところ（弁

論の全趣旨）、仙台北税務署の徴収職員は、徴収法４７条１項１号により、

本件差押処分をしなければならず、本件差押処分をするか否かにつき裁量

権は付与されていないから、同職員が本件差押処分をしたことに職務上の

法的義務違背があるとはいえない。 

（５） また、原告は、本件差押処分の差押調書（甲１）の滞納国税等欄に「平

成１３年」と記載されていること、仙台北税務署は本件差押処分に先立ち

原告に差押予告書を交付せず、原告の生活の実情把握もしなかったことを
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理由に、仙台北税務署の徴収職員に職務上の法的義務違背があるかのよう

な主張をする。 

しかし、証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によれば、本件差押処分の差押

調書の滞納国税等欄に「平成１３年」と記載されているのは、原告から平

成１２年分の所得税の確定申告書が平成１３年度に提出されたからである

と認められるから、仙台北税務署の徴収職員に職務上の法的義務違背があ

るとは到底いえない。 

さらに、仙台北税務署の徴収職員は、本件差押処分に先立つ平成２９年

１月２６日、原告の自宅に赴き、差押予告書を原告宅の郵便受けに投函し

ているし（前記前提事実等）、本件全証拠によっても仙台北税務署の徴収

職員が本件差押処分に先立って原告の生活の実情把握をしなかったことが

職務上の法的義務に違背するとも認められない。 

その他、原告の主張に即して検討しても、仙台北税務署の徴収職員に職

務上の法的義務違背があったとは認められない。 

（６） 以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、請

求の趣旨５項に係る原告の請求は理由がない。 

６ 請求の趣旨６項について 

請求の趣旨６項は、本件充当処分の差止めの訴えと解されるが、前記前提事

実等によれば、本件充当処分は既に執行済みであるから、原告は、その差止め

を求める法律上の利益を失ったといわざるを得ない。 

なお、本件充当処分は本件訴え提起後になされているが（前記前提事実等）、

本件訴えの提起自体に本件充当処分を仮に差し止める効力はないから、本件訴

え提起後に本件充当処分がされたことは、原告が本件充当処分の差止めを求め

る法律上の利益を失ったとの上記判断を左右しない。 

よって、その余の点について判断するまでもなく、請求の趣旨６項に係る訴

えは不適法である。 
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７ 請求の趣旨７項について 

原告は、請求の趣旨７項において本件差押処分の即刻解除を求めるところ、

当該請求が原告の平成２９年４月１０日付け「差押え無効申立書」と題する書

面に記載されていること及び当該書面の中で原告が本件差押処分の無効を主張

していることからすると、請求の趣旨７項に係る訴えは、本件差押処分の無効

確認の訴えであると解される。 

しかし、請求の趣旨４項に対する判断で述べたとおり、原告には本件差押処

分の無効確認を求める法律上の利益がないから、その余の点について判断する

までもなく、請求の趣旨７項に係る訴えは不適法である。 

なお、請求の趣旨７項に係る訴えは、文言に「即刻解除せよ」とあることか

ら、徴収法７９条による差押えの解除の義務付けの訴え（非申請型の義務付け

の訴え）と解する余地もある。しかし、仮にそのように解したとしても、本件

差押処分による差押えは平成２９年５月３１日に解除されているから、原告に

は差押えの解除の義務付けを求める法律上の利益がない。よって、いずれにせ

よ、請求の趣旨７項に係る訴えは不適法である。 

８ 請求の趣旨８項について 

請求の趣旨５項に対する判断で述べたとおり、本件差押処分をした仙台北税

務署の徴収職員に職務上の法的義務違背があったとは認められないし、本件全

証拠によっても本件差押処分に重大かつ明白な瑕疵があったとは認められない

から、その余の点について判断するまでもなく、請求の趣旨８項に係る請求（国

賠法１条１項に基づく請求及び不当利得に基づく請求）はいずれも理由がない。 

９ 請求の趣旨９項について 

原告は、原告が本件還付金を詐取するなと訴えたにもかかわらず、仙台北税

務署長が本件還付金を本件申告所得税に充当したと主張するが、通則法５７条

１項の規定に照らすと原告の主張は理由がない。そして、本件全証拠によって

も本件充当処分をした仙台北税務署長に職務上の法的義務違背があったと認め
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られないし、本件全証拠によっても本件充当処分に重大かつ明白な瑕疵があっ

たとも認められないから、その余の点について判断するまでもなく、請求の趣

旨９項に係る請求（国賠法１条１項に基づく請求及び不当利得に基づく請求）

はいずれも理由がない。 

第４ 結論 

以上のとおりであるから、請求の趣旨１項ないし同４項、同６項、同７項に

係る訴えはいずれも不適法であるからこれを却下し、請求の趣旨５項、８項及

び９項に係る請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費

用の負担につき行訴法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決

する。 
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